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令和５年（ネ）第２９２号 国家賠償請求控訴事件  

控訴人  大江千束 外  

被控訴人 国  

  

証 拠 説 明 書 1７ 

（甲Ａ第７９４号証）  

  

２０２４（令和６）年１月３１日  

  

東京高等裁判所第２民事部 御中  

   

控訴人ら訴訟代理人 弁護士 上 杉  崇 子  

同   寺 原  真希子  

他  

  

号証  

甲Ａ  

標目  

（原本・写しの別）  

作成  

年月日  
作成者  立 証 趣 旨  

794  

「『性的指向及び

ジェンダーアイデ

ンティティの多様

性に関する国民の

理解の増進に関す

る法律』の施行に

ついて」家庭の法

と裁判４７号１１

１～１１４頁 

写

し  

2023 年 12

月  
志村和俊 

・内閣府参事官による「性

的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性に関

する国民の理解の増進に関

する法律」の解説記事であ

る。 

  

 ・「性的指向及びジェン

ダーアイデンティティの多

様性に関する国民の理解の
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増進に関する法律」3 条の

基本理念は「憲法 11条、13

条、14 条等をふまえたもの

である」こと（１１１頁の

「第２」５段落目）等 

  

 


